
                           

 

 

 
 
追加提出分  
 
＜議案＞ 

Ａ 条例案件（１件） 

 
１ 富山市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件 

【趣旨】 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、

改正を行うもの。 

 

   （１）補償基礎額の改定 

ア 非常勤消防団員及び非常勤水防団員に係る補償基礎額の改定 

                           （円） 

 

階級 

勤務年数 

１０年未満 
１０年以上 

２０年未満 
２０年以上 

団長及び副団長 １２，５００ １３，３５０ １４，２００ 

分団長及び副団長 １０，８００ １１，６５０ １２，５００ 

部長、班長及び団員 ９，１００ ９，９５０ １０，８００ 

                ↓ 

（円） 

 

階級 

勤務年数 

１０年未満 
１０年以上 

２０年未満 
２０年以上 

団長及び副団長 １２，９００ １３，７００ １４，５００ 

分団長及び副団長 １１，３００ １２，１００ １２，９００ 

部長、班長及び団員 ９，７００ １０，５００ １１，３００ 

 イ 消防作業従事者等に係る補償基礎額の改定 

       最低額 「９，１００円」 → 「９，７００円」 

       最高額 「１４，２００円」 → 「１４，５００円」 
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（２）扶養に係る補償基礎額の加算額（日額）の改定 

     ア 配偶者に係る加算額 

       「２１７円」 → 「１００円」 

     イ ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子に係る 

加算額 

       「３３３円」 → 「３８３円」 

 

（３）その他規定の整備 

 

（４）施行期日 令和７年４月１日 
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